
別記様式第5号(第5条関係）

公文醤一部開示決定通知鶴

IMi 広 報

令和3年9ル男

ドコ

万一

1 1

野村一也 様

蘭越町長 金 秀

令和3年8月1711付けで諭求のありました公文書の開示について、次のとおり一部を開

示することと決定しましたので、蘭越町情報公開条例第13条第3項の規定に基づき通知し

ます。

l 諦求に係る公文

書の名称又は内容

蘭越町公式ホームページリニューアル業務委託に掛かるすべての苔

頬

2開示の方法 回閲覧 回写しの交付 口郵送

午前
部{ *#) "zII"戸月 『’ ！i毛2つ分令和3年3 i)II示の1 1 11#

=＝

IMi越町役場総務課4開示の場所

個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家

族|稗成、学歴、恥歴、住所、所屈|､11体、財産、所得等に
関する情報（事業を営む個人の当該事業に側する|背報を

除く。）であって、特定の佃人が識別され得るもののう

ち、通術他人に知られたくないと認められるもの

法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下

「法人等」という｡）に関する情報及びﾘ業を営む個人

の当該事業に係る情報であって、 |)W示することにより、

当該法人等及び当該事業を営む佃人の競争上若しくは

事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれ

ると認められるもの

’
概要

5 脳|示しない部分

の概要及び理由

l

｜

’
I

｜
’

閥越町情報公開条例第8条第1項第1号及び第9条第

1項第1号該当
理由

6開示しない部分

を開示することが

できる期｢1

年 月 I1

7樋当裸等 総務課広慨広聴係

睦
弓 IMi越l111.情報公開条例第10条に』産づき一部|)M示します。8備

注l 当日都合が悪い場合又は不Iﾘlな点がありましたら担当課に連絡願います。

2 1)II示を受ける|際は、この通知書を提示してください。

3 6の柵は、Ⅲ1示することができる期日をあらかじめ明示できるときにその期日を記入し

てありますので､|淵示を希望する場合には､当該期日以後に改めてUII示諦求してください。

webpb
タイプライターテキスト
告１８３






